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2013年4月に施行された改正労働契約法により、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、

従業員から申し込みがあれば無期労働契約に転換する「無期転換ルール」が設けられました。
無期転換ルールへの本格的な対応が求められるのは2018年4月からで、残り2年を切っています。

従業員から申し込みがあった際にスムーズに対応できるように、
今から使用者はしっかりと準備作業を進めておく必要があります。

本特集では、この無期転換ルールの概要と注意点を解説し、企業における導入事例を紹介します。

特集本格的運用がもうすぐ始まります

知りたい！
「無期転換ルール」

(C) 2016 日本医療企画.
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新
し
い
３
つ
の
ル
ー
ル

労
働
契
約
法
は
、
労
働
契
約
に
関
す
る

基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
法
律
で
す
。

改
正
労
働
契
約
法
が
２
０
１
２
年
８
月
10

日
に
公
布
さ
れ
、
有
期
労
働
契
約
に
つ
い

て
、
次
の
無
期
転
換
な
ど
３
つ
の
ル
ー
ル

が
規
定
さ
れ
ま
し
た（
図
表
１
）。

有
期
労
働
契
約
と
は
、
１
年
契
約
、
６

カ
月
契
約
な
ど
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働

契
約
の
こ
と
を
い
い
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
な
ど
職
場

で
の
呼
び
方
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

有
期
雇
用
労
働
者
が
こ
の
ル
ー
ル
の
対
象

と
な
り
ま
す（
な
お
、
派
遣
社
員
は
派
遣

元
で
あ
る
派
遣
会
社
と
締
結
さ
れ
る
労
働

契
約
が
対
象
と
な
り
ま
す
）。

①
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

（
２
０
１
３
年
４
月
１
日
施
行
）

有
期
労
働
契
約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ

て
通
算
５
年
を
超
え
た
と
き
は
、
労
働
者

の
申
し
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約（
無
期
労
働
契
約
）に
転
換
で

き
る
ル
ー
ル
で
す
。

改
正
労
働
契
約
法
の
概
要

Intro
duction

通
算
契
約
期
間
の
カ
ウ
ン
ト
は
、
２
０

１
３
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
し
た
有
期

労
働
契
約
が
対
象
で
、
同
年
３
月
31
日
以

前
に
開
始
し
た
も
の
は
含
め
ま
せ
ん
。

②「
雇
止
め
法
理
」の
法
定
化

（
２
０
１
２
年
８
月
10
日
施
行
）

有
期
労
働
契
約
は
、
使
用
者
が
更
新
し

な
い
と
き
は
契
約
期
間
の
満
了
に
よ
り
雇

用
が
終
了
し
ま
す
。
こ
の「
雇
止
め
」に
つ

い
て
は
、
労
働
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
過

去
の
最
高
裁
判
例
に
よ
り「
客
観
的
に
合

理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
」は
雇
止

め
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う「
雇
止
め
法

理
」が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
改
正
労
働
契

約
法
に
は
そ
の
ま
ま
の
内
容
が
条

文
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
定
の
場

合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
雇
止
め

を
無
効
と
す
る
ル
ー
ル
で
す
。

③
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

（
２
０
１
３
年
４
月
１
日
施
行
）

有
期
雇
用
労
働
者
と
無
期
雇
用

労
働
者
と
の
間
で
、
期
間
の
定
め

が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労

働
条
件
の
相
違
を
設
け
る
こ
と
を

禁
止
す
る
ル
ー
ル
で
す
。

対
象
と
な
る
労
働
条
件
は
、
賃

金
や
労
働
時
間
な
ど
だ
け
で
な

く
、
災
害
補
償
、
服
務
規
律
、
教

育
訓
練
、
付
随
義
務
、
福
利
厚
生

な
ど
、
労
働
者
に
対
す
る
一
切
の

待
遇
が
含
ま
れ
ま
す
。

現
在
、
有
期
労
働
契
約
で
働
い
て
い
る

人
の
数
は
、
全
国
で
約
１
４
０
０
万
人
に

上
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
通
算
５
年

を
超
え
て
有
期
労
働
契
約
を
反
復
更
新
し

て
い
る
人
は
、
約
３
割
を
占
め
ま
す
。
そ

う
し
た
状
況
下
で
生
じ
得
る
雇
止
め
の
不

安
の
解
消
が
、
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
有
期
労
働
契
約
を
理
由
と

し
て
、
労
働
者
に
と
っ
て
不
合
理
な
労
働

条
件
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に

し
て
い
く
必
要
も
あ
り
ま
す
。

労
働
契
約
法
の
改
正
は
、
こ
う
し
た
問

題
に
対
処
し
、
働
く
人
が
安
心
し
て
働
き

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。
企
業
で
人
事
な
ど
を

担
当
し
て
い
る
人
だ
け
で
は
な
く
、
労
働

者
も
無
期
転
換
ル
ー
ル
を
活
用
で
き
る
よ

う
に
、
き
ち
ん
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

本
特
集
で
は
、
改
正
労
働
契
約
法
の
な

か
か
ら
、
①
の
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

（
無
期
転
換
ル
ー
ル
）と
、
②
の「
雇
止
め

法
理
」の
法
定
化
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

	 本格的運用がもうすぐ始まります
　　		▶▶　知りたい！ 「無期転換ルール」特集

Ⅰ　無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の
申し込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換
できるルールです。

Ⅱ　「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に
規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められ
ないことになるルールです。

Ⅲ　不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあること
による不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

図表１　改正法の3つのルール

(C) 2016 日本医療企画.




